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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 仮 想 ３ 次 元 空 間 に 配 置 さ れ る ３ 次 元 の オ ブ ジ ェ ク ト を ２ 次 元 画 面 上 に
図 柄 と し て 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、 前 記 オ ブ ジ ェ ク ト の 配 置 位 置 に よ
っ て 当 該 オ ブ ジ ェ ク ト の 色 合 い を 変 化 さ せ る べ く 前 記 表 示 手 段 を 表 示 制 御 す る よ う に し た
遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

　 　 【 請 求 項 ８ 】 　

仮 想 ３ 次 元 空 間 に 配 置 さ れ る ３ 次 元 の オ ブ ジ ェ ク ト を ２ 次 元 画 面 上 に
図 柄 と し て 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、 前 記 オ ブ ジ ェ ク ト の 遠 近 に よ っ て
当 該 オ ブ ジ ェ ク ト の 色 合 い を 変 化 さ せ る べ く 前 記 表 示 手 段 を 表 示 制 御 す る よ う に し た 遊 技
機 。

色 合 い の 変 化 を オ ブ ジ ェ ク ト の 位 置 に 対 応 し た 段 階 的 な 変 化 と し た 請
求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 遊 技 機 。

オ ブ ジ ェ ク ト は 連 続 的 に 延 び る も の で あ り 、 そ の 配 置 位 置 或 い は 遠 近
位 置 に よ っ て オ ブ ジ ェ ク ト 領 域 内 で の 色 合 い が 異 な る よ う に 表 示 制 御 さ れ る 請 求 項 １ 乃 至
３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

オ ブ ジ ェ ク ト は 単 体 或 い は 複 数 の 単 体 の 集 合 体 で あ っ て 、 当 該 オ ブ ジ
ェ ク ト の 配 置 位 置 或 い は 遠 近 位 置 に よ っ て 、 オ ブ ジ ェ ク ト 単 位 で の 色 合 い が 異 な る よ う に
表 示 制 御 さ れ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

オ ブ ジ ェ ク ト の 色 合 い の 変 化 は 、 当 該 オ ブ ジ ェ ク ト に 対 し 互 い に 色 合
い の 異 な る テ ク ス チ ャ を 貼 付 け る こ と に よ っ て 実 現 さ れ る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記
載 の 遊 技 機 。

互 い に 色 合 い の 異 な る テ ク ス チ ャ は 、 色 が 定 義 付 け ら れ て い な い テ ク
ス チ ャ デ ー タ と 、 当 該 テ ク ス チ ャ デ ー タ の 色 合 い を 決 め る 複 数 の カ ラ ー パ レ ッ ト デ ー タ の
組 合 せ と に よ っ て 実 現 さ れ る 請 求 項 ６ 記 載 の 遊 技 機 。

色 合 い の 変 化 は 、 オ ブ ジ ェ ク ト の 配 置 位 置 或 い は 遠 近 位 置 に 応 じ て 、
変 化 さ せ る 切 換 間 隔 或 い は 変 化 の 程 度 を 異 な ら せ る こ と に よ り 実 現 さ れ る 請 求 項 １ 乃 至 ７
の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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